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定   款 

第１章 総  則 

 

（名 称） 

第１条 

本法人は、一般社団法人 日本ヒーブ協議会 と称する。 

 

（主たる事務所の所在地） 

第２条 

本法人は、主たる事務所を東京都渋谷区に置く。 

 

（目 的） 

第３条 

本法人は、企業等で働く女性である会員が、生活者と企業の双方を理解し新しい価値を創

造・提供することで、社会の持続可能な発展に寄与するとともに、その使命と職務に則り

資質と能力の向上をはかることを目的とする。また、その目的に資するため、次の事業を

行う。 

（１）会員のための研究会、講演会等の開催 

（２）対外的な講習会、セミナー、他団体との交流等の活動 

（３）出版、広報活動 

（４）前各号に掲げる事業に付帯または関連する事業 

 

（基金の総額） 

第４条 

本法人の基金の総額は、金 300万円とする。 

 

（公告の方法） 

第５条 

本法人の公告は、インターネット上の本法人のウェブサイトに掲載して行う。 

 

（基金の拠出者の権利に関する規定） 

第６条 

拠出された基金は、基金拠出契約に定める期日まで返還しない。 

 

（基金の返還の手続） 

第７条 

基金の拠出者に返還する基金の総額については、定時社員総会における決議を経た後、代

表理事が決定するところにしたがって返還する。 
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第２章 社  員 

 

（社 員） 

第８条 

本法人の社員(正会員）は企業等に働く女性で本法人の目的に賛同して入会した者とする。 

２ 正会員以外の他の会員の種別及びその資格等は、定款施行規則に定める。  

 

 

（会 費） 

第９条 

会員は別途定める定款施行規則に基づく会費を納入しなければならない。 

２ 本法人の目的を達成するために必要な経費は、定款施行規則に基づき支出する。これで不

足する経費は各社員が社員総会の決議により負担する。 

 

（入 会） 

第１０条 

本法人の会員になることを希望する者は、入会申込書を代表理事に提出し、理事会の承認

を得なければならない。理事会の承認を得られた者は、別途定める定款施行規則に基づき、

入会金を速やかに納入するものとする。 

 

（休 会） 

第１１条 

会員が書面をもって代表理事に届け出たとき、別途定める定款施行規則に基づき休会でき

る。 

 

（退 会） 

第１２条 

会員が各号のいずれかに該当するときは、別途定める定款施行規則に基づき退会とする。

退会する会員は会費の未納分をすみやかに納入しなければならない。 

（１） 退会届を書面にて代表理事に提出したとき 

（２） 会費を長期にわたって滞納したとき 

 

（会員資格の喪失） 

第１３条 

本法人の会員は次の事由によって資格を喪失する。 

（１） 退会したとき 

（２） 死亡、または、会員が所属する法人が解散したとき 

（３） 除名されたとき 

 

（除 名） 

第１４条 

会員が次の各号のいずれかに該当するときは、社員総会において総社員の半数以上であっ

て、総社員の議決権の３分の２以上に当たる多数によりこれを除名することができる。た

だし、その会員に弁明する機会を与えなければならない。 

（１） 本法人の名誉を毀損したとき 

（２） 本法人の趣旨に反する行為をしたとき 
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（会費の不返還） 

第１５条 

退会または除名された会員は、既に納入した会費、入会金、その他会員としての義務に基

づく金品に対する返還請求権、および、本法人の資産に対する分与請求権を有しない。 

 

（会員名簿） 

第１６条 

本法人は、社員の氏名または名称、および、住所を記載した名簿を作成する。 

 

 

 

 

第３章 役  員 

 

（役 員） 

第１７条 

本法人に理事会を設置し、次の役員を置く。 

（１）理事 ３名以上２５名以内 

（２）監事 ２名 

２ 理事のうち１名を代表理事とする。 

３ 理事と監事は兼任することができない。 

 

（選 任） 

第１８条 

理事および監事は、別途定める定款施行規則に基づき社員の中から社員総会において選任

する。 

 

（任 期） 

第１９条 

理事の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総

会の終結時までとする。 

２ 監事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総

会の終結時までとする。 

３ 補欠により選任された理事または監事の任期は、それぞれの前任者の任期の残存期間とす

る。 

４ 理事および監事の再選は妨げない。ただし、連続して再任できる年次数は、別途、定款施

行規則に従う。 

５ 理事および監事が辞任した場合、または任期満了の場合においても、後任者が就任するま

で、その職務を行わなければならない。 

 

（解 任） 

第２０条 

理事または監事に義務違反やふさわしくない行為があったとき、あるいは職務の執行に耐

えられない時は、社員総会の決議により解任することができる。 
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（職 務） 

第２１条 

代表理事は、本法人を代表して会務を総括する。 

２ 理事は、定款施行規則に則り理事会を組織し、会務の執行に関する事項を決定する。なお、

理事会で決議すべき提案につき理事全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示を

したときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事

が異議を述べたときは、この限りではない。 

３ 監事は理事会に出席し、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報

告を作成する。 

４ 理事会の議事については、議事録を作成する事とし、理事会に出席した代表理事及び監

事がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。なお、書面又は電磁的記録によ

り理事会の決議があったものとみなした場合は、その旨を付記する。 

 

（責任限定契約） 

第２２条  

本法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第１１５条第１項の規定により、非業務執行

理事等との間で、同法第１１１条第１項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、

当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。 

 

第４章 社 員 総 会 

 

（社員総会） 

第２３条 

本法人の社員総会は、定時総会および臨時総会とし、定時総会は毎年４月にこれを開催し、

臨時総会は理事会が必要と認めたとき、または社員の３分の１以上からの請求があったと

きに開催するものとする。 

 

（総会の権能） 

第２４条 

社員総会は、次の事項を決議する。 

（１） 事業計画の決定 

（２） 事業報告の承認 

（３） 理事および監事の選任 

（４） 本法人の運営に関する重要事項 

（５） その他の法令で定める事項 

 

（開催場所） 

第２５条 

社員総会の開催場所は、理事会において決定する。 

 

（招 集） 

第２６条 

社員総会は、代表理事がこれを招集するものとする。 

２ 社員総会を開催するには、会日の７日前までに、各社員に対してその通知を発せなければ
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ならない。 

 

（決議の方法） 

第２７条 

社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有す

る社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもってこれを決する。 

２ 社員は代理人により議決権を行使することができる。この場合、委任状は総会ごとに本法

人に提出するものとする。 

 

（議決権） 

第２８条 

各社員は、各１個の議決権を有する。 

 

（議 長） 

第２９条 

社員総会の議長は、その総会において社員の中から選任する。 

 

（議事録） 

第３０条 

社員総会の議事については議事録を作り、これに議事の経過の要領およびその結果を記載

し、議長および出席した理事がこれに記名押印または署名することを要する。 

 

 

第５章 会  計 

 

（事業年度） 

第３１条 

本法人の事業年度および会計年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

 

（会計書類） 

第３２条 

代表理事は、毎事業年度、次の書類および付属明細書を作成して、定時社員総会に提出し、

（３）の書類についてはその内容を報告し、（１）（２）および（４）の各書類については

承認を求めなければならない。 

（１） 貸借対照表 

（２） 損益計算書 

（３） 事業報告書 

（４） 余剰金の処分または損失の処理に関する議案 

 

 

第６章  定 款 変 更 

 

（定款変更） 

第３３条 

この定款を変更するには、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の３分の２以上の

議決権を有する者の賛成を得た社員総会の特別決議によらなければならない。 
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第７章  解  散 

 

（解 散） 

第３４条 

本法人の解散は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の３分の２以上の議決権を

有する者の賛成を得た社員総会の特別議決によらなければならない。 

 

（存続期間の定め） 

第３５条 

本法人の存続期間は、令和 8年 7月 31日までとし、その満了をもって解散する 

 

 

（残余財産の帰属） 

第３６条 

本法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の特別決議を経て、しかる

べき団体、国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 

 

 

 

第８章  規  則 

 

（規 則） 

第３７条 

この定款の施行について必要な事項は、この定款で特に定める場合を除き、定款施行規則

等で別に定める。 

 

 

改正経緯 

制定：平成１５年２月５日 

改正：平成１９年４月２５日 

改正：平成２１年４月２３日 

改正：平成２７年４月１７日 

改正：平成２８年４月１５日 

改正：平成３０年４月２０日 

改正：令和５年４月２１日 

改正：令和８年４月１７日 

 

 

 


